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令和元年度南相馬市地域包括ケアシステム推進に 

向けた取組状況について 

 

 

 

１ 生活支援体制整備関係    

 

(1)  国が示す生活支援体制整備事業への取組 

 

 

    

 

 

 

  〇 平成３０年度の太田地区への取組を踏まえ、高平地区の地区福祉委員会への 

働きかけを行った。（現在、石神地区代表者と事前調整中） 

・団体の助け合い活動の継続のお願い、取組の充実化への支援 

・各地区での他団体とのネットワーク形成への協力依頼 等 

 

(2)  ごみ出し支援対策について 

① (仮称)南相馬市要配慮者家庭ごみ戸別収集事業の創設(令和 2年 4月～) 

 〇 ごみ出し支援については、既存の取組である近隣や親族による支援、 

ホームヘルプサービスによる対応を前提としながら、それでも対応でき 

ない方を対象としたセーフティネットとしての事業 

    〇【対象者】 

     原則、次の(ｱ)、(ｲ)の条件をいずれも満たす者 

     (ｱ)  市内に居住し、ごみ集積所に家庭ごみを持ち出すことが困難で 

あり、かつ、その世帯員、親族、近隣住民、ヘルパー等の協力が 

得られない者 

       (ｲ) ・介護保険認定が要介護 1以上の者 

          ・身体障害者手帳 1級または 2級の者 

          ・療育手帳 Aの者 

          ・精神障害者保健福祉手帳 1級の者 

          ※ 上記(ｲ)に準ずるものであって市長が必要と認めるもの 

   〇【事業の流れ】 

㋐申請受付 → ㋑現地調査 → ㋒利用の決定 → ㋓戸別収集 

・申請受付及び利用の決定：福祉部門 ・戸別収集：市民生活部門 

・現地調査：共同 

資料 1 

※生活支援体制整備事業：  

専門的な事業者等のみでなく、地域住民、地縁団体等を含めた多様な主体が、 

高齢者の生活支援・介護予防の取組を推進するため、以下を配置、設置する事業 

(1) 地域支え合い推進員を！（市全域版・日常生活圏域版） 

(2) 協議する場（協議体）を！（市全域版・日常生活圏域版）   
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      〇【収集するごみ、収集日】 

     ・市が分別収集している家庭ごみとする。 

収集するごみの種類 収集日 

燃えるごみ 週１回 

燃えないごみ 月１回 

資源ごみ（紙類・缶類・びん類・ペットボトル・白色トレイ） 月１回 

   〇 生活環境課・各区市民総合サービス課所属職員の直営による戸別収集 

    

  ② ホームヘルプサービス事業の充実化 

  ホームヘルプサービス事業所が、地域のごみ集積所のごみ出し時間の 

制約により、サービス対応ができないとの課題に対応するため、事業所が 

いつでも家庭ごみを出せるストックヤードについて、各区への設置を進め 

ていく。（各区 1か所） 

 

(3) 高齢者の交通安全対策の充実 

安全運転支援装置設置促進事業助成金の創設（生活環境課所管） 

     ・高齢運転者のブレーキとアクセルの踏み間違い事故を抑止するために、 

自動車の安全運転支援装置の購入費及び取付費用の一部に対して助成 

（令和 2年 1月 1日～（助成終了：令和 5年 3月 31日） 

   ・対象要件：本市に住民票を有し、装置の取付時に満 75歳以上の方 他 

・助成金の額：装置購入費・取付費の合計（税込）の 9割（上限 4万円） 

・申請先：市役所生活環境課 

 

(4) 障がいと介護の連携強化（多職種連携） 

障害福祉サービス利用者が６５歳に到達した際に、円滑な介護保険サービスへの 

移行に向けて、(障がい分野)相談支援事業所と地域包括支援センターによる意見 

交換会を実施し、取扱い等を協議。（検討会を５回開催） 

〇 移行の留意点 

・相談支援事業所は、対象者が 65歳になる 3か月前に、地域包括支援センター

へ情報提供を行う 

・障害福祉サービス及び介護保険サービス双方のサービスを利用する場合は、

すべての計画を介護保険計画書に盛り込む 等 

・原則、障害福祉サービスと介護保険サービスで同様のサービスを利用して 

いる場合は移行することとしているが、それにより対象者が必要な支援を 

受けることができない等の不利益があれば、移行は行わない 

・移行しない場合は、相談支援事業所が継続して支援計画の策定等を行う  

 

＊上記等の移行の取扱いについてフロー図を作成 
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２ 医療と介護の連携関係        

 

(1)  相双医療圏退院調整ルールの運用状況について 

① 県で、病院、介護支援専門員等へ運用状況のアンケート調査を実施。 

・退院調整漏れ率： 

（ルール策定前）H28年度 56.1％ → R1年度 32.7％ 

20ポイント以上改善した。 

・入院時情報提供書の提出率 → 要介護・要支援ともに 90.0％ 

 

② ２月に相双管内の病院、介護支援専門員、市町村が参加する運用評価 

会議を開催予定 

内容 ・介護支援専門員が決まっていない場合の相談窓口について 

   ・ケースカンファレンスの開催状況について 

   ・病院内の退院調整ルールの浸透度について 等 

 

(2)  自立支援型地域ケア会議の開催（多職種連携） 

① 会議概要 

◆  概要 

介護支援専門員のケアマネジメントについて、各専門職から助言を受ける 

ことで、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントとそれに基づく介護の 

提供、介護支援専門員の資質向上、参加者のネットワーク構築を図るもの。 

◆ 主催  

南相馬市（支援：地域包括支援センター、福島県相双保健福祉事務所）  

   ◆  対象とする事例（ケアプラン）  

介護保険の要支援認定１～要介護２とし、今後、改善が見込まれる 

ケースや、自立支援につながることが見込まれるケースとする 

◆ 助言を行う専門職 

薬剤師・歯科衛生士・栄養士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

＊会議の開催にあたり、県のマニュアルや他自治体の取扱を参考に、地域 

包括支援センターと協議し、南相馬市版自立支援型地域ケア会議の取扱を 

決定した。 

  ② 開催会議 

 12月20日開催 （令和2年度4回開催 1回あたり2ケース予定） 

◆ 対象ケース 

課題① 左上肢麻痺による起居動作及び嚥下困難 

→ 助言：機能訓練の方法について 

  課題② 夜間の中途覚醒 

→ 助言：服薬関係について 
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３ 介護予防関係     

 

(1) 令和元年度第１回介護予防部会の開催 

  ・日 時 令和２年１月３０日（木） １８：３０～２０：００ 

  ・出席者 委員９名 事務局３名 

  ・内 容 ①令和元年度介護予防事業の進捗状況について【報告】 

       ②令和２年度介護予防事業について【説明】 

       ③今後の介護予防事業について【情報交換】 

 

(2) 令和元年度介護予防事業の実績（Ｒ２年１月末現在） 

 ① 高齢者の通いの場（週一サロン）に関すること 

・週一サロン体験会の実施   １０か所  

・週一サロン新規登録     １０か所（Ｒ元年度目標数：４か所） 

・週一サロンサポーター養成数  ３９名（Ｒ元年度目標数：２０名） 

・「地域サロン等に関するアンケート」の実施 

 ② 介護予防普及啓発に関すること 

・介護保険デビュー教室「いきいき８０教室」の開催 ２回 

・介護保険証送付時「フレイル予防」のチラシを送付 

 

(3) 令和２年度以降の介護予防事業について 

・従来の介護予防事業の継続実施 

・「健康寿命の延伸に向けた予防・健康づくり」⇒介護予防・フレイル対策 

・「保健事業と介護予防の一体的実施(介護予防・フレイル対策、認知症予防 

の切れ目のない支援)」に向けて庁内関係部署と内容、方法等を協議中 

 

 

４ 認知症支援関係     

 

(1) 令和元年度第１回認知症支援部会の開催 

  ・日 時 令和元年１２月２６日（木） １８：３０～２０：００ 

  ・出席者 委員１０名 事務局３名 

  ・内 容 ①認知症施策大綱について【説明】 

②令和元年度認知症支援事業の進捗状況について【報告】 

       ③令和２年度認知症支援事業について【説明】 

       ④今後の認知症支援事業について【情報交換】 
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(2) 令和元年度認知症支援事業の実績（Ｒ２年１月末現在） 

 ① 認知症の理解促進に関すること 

・認知症サポーター養成講座の実施   ９回 １８９名 

＊南相馬市安心見守りネットワーク協定締結済事業所へ「認知症サポーター養成 

講座」受講勧奨。南相馬市役所職員への実施 

  ・認知症サポーターステップアップ講座 ２回 ３８名  

・ボランティア登録者数 １５名 

・キャラバンメイト新規登録数 ４名 

② 認知症高齢者の在宅生活支援に関すること 

・脳いきいき相談会：月１回、脳いきいきつどいの場：月３回の開催 

・地域包括支援センターに認知症地域支援推進員の配置 ４か所８人 

・認知症初期集中支援事業の実施 支援ケース（新規）５件 

・認知症ケアパスの配布:医療機関 35か所、歯科医院 25か所、薬局 32か所 

 

(3) 令和２年度以降の認知症支援事業について 

・従来の認知症支援事業の継続実施 

・認知症施策大綱に基づき、チームオレンジや認知症カフェの設置の推進 

・「保健事業と介護予防の一体的実施(介護予防・フレイル対策、認知症予防 

の切れ目のない支援)」に向けて庁内関係部署と内容、方法等を協議中 

 

 


